
求
職
中
の
皆
さ
ん
を

応
援
し
ま
す

1
求
職
者
の
た
め
の
就
職
支
援

セ
ミ
ナ
ー

▽
日
時　

１
月
19
日（
火
）・
20

日（
水
）、
午
前
10
時
～
午
後
４

時
。
全
２
回
。

▽
内
容　
求
職
活
動
の
心
構
え

や
進
め
方
、
自
己
分
析
、
応
募

書
類
の
書
き
方
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ

ナ
ー
、
面
接
指
導
な
ど
。

2
就
職
活
動
の
た
め
の
メ
ン
タ

ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
　
ス
ラ
ン
プ

脱
出
の
方
法

▽
日
時　

１
月
25
日（
月
）午
後

１
時
30
分
～
４
時
。

▽
内
容　
言
葉
で
心
を
再
イ
ン

ス
ト
ー
ル
す
る
方
法
、
ピ
ン
チ

を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
る
考
え

方
、
問
題
解
決
の
方
法
、
問
題

解
決
の
基
本
ス
テ
ッ
プ
。

▽
申
込
期
間　
１
月
４
～
20
日
。

3
中
高
年
齢
者
の
た
め
の
再
就

職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

▽
日
時　

１
月
26
日（
火
）午
前

10
時
～
午
後
４
時
。

▽
内
容　
職
業
経
験
の
整
理
と

生
か
し
方
、
企
業
が
再
就
職
者

に
求
め
る
人
材
像
、
職
業
経
験

を
生
か
し
た
応
募
書
類
の
書
き

方
、
面
接
指
導
な
ど
。

■
会
場　
中
央
（
中
央
１
丁

目
）。

■
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
。
①
市
内
に
在
住
か

通
勤
し
て
い
る
②
市
内
に
就
職

を
希
望
す
る
。
3
は
お
お
む
ね

45
歳
以
上
。

■
定
員　
1
3
各
先
着
10
人
。

2
先
着
15
人
程
度
。

■
申
込　
電
話
ま
た
は
は
が
き

・
フ
ァ
ク
ス
（
講
座
名
・
郵
便

番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
・
年
齢
を
明
記
）
で
、
〒
320

‐8540
市
役
所
商
工
振
興
課
☎（
632
）

２
４
４
６
、
（
632
）５
４
２
０

へ
。子

ど
も
の
家
・

留
守
家
庭
児
童
会
指
導
員

登
録
者
を
募
集

　
子
ど
も
の
家
で
指
導
員
と
し

て
勤
務
を
希
望
す
る
人
を
対
象

に
、
人
材
登
録
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
。

　

1公的年金からの特別徴収制度の見直し
（平成28年10月1日から）
■特別徴収税額の算定方法の見直し　年間の徴収税額
の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収
税額（年税額）の２分の１相当額にします。

改正前 改正後

仮徴収税額
（4・6・8月）

前年度の
本徴収税額÷３
※前年度の2月の
徴収額と同額

（前年度の年税額×
1/2）÷ 3

本徴収税額
（10・12・2月） （年税額－仮徴収税額）÷３

例：65歳以上で公的年金に関する個人住民税（市民税・
県民税）の年税額が 60,000 円の場合

年度
（平成）

個人住民税
の年税額

改正前（各月） 改正後（各月）
仮徴収税額
（4・6・8月）

本徴収税額
（10・12・2月）

仮徴収税額
（4・6・8月）

本徴収税額
（10・12・2月）

29 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

30
36,000円
（医療費控除
による減）

10,000円 2,000 円 10,000円 2,000 円

31 60,000円 2,000 円 18,000円 6,000 円 14,000円
32 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

■他市町村へ転出した、または、税額が変更となった
場合の特別徴収の継続
▽改正前　特別徴収を停止。残りの税額は普通徴収（納
付書または口座振替）で納付。
▽改正後　一定の要件の下、特別徴収を継続。

2「ふるさと納税（都道府県・市区町村に
対しての寄付）」特例控除などの拡充

■特例控除額の上限の引き上げ
寄付をした日 特例控除額の上限

平成 26年 12月 31日以前 所得割額の 10％
平成 27年 1月 1日以後 所得割額の 20％

■ワンストップ特例制度の創設
　平成 27年 4月以降に支払った「ふるさと納税」は、
一定の要件に該当する場合、所得税の確定申告をせず
に税制上の優遇措置を受けることができるようになり
ました。所得税の軽減額に相当する額を、「申告特例
控除」として個人住民税の所得割から軽減します。
　ただし次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ
特例制度の適用を受けることはできません。
▽所得税の確定申告書の提出を要する。
▽所得税の確定申告書や個人住民税の申告書を提出し
た。
▽申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数
が 5団体を超える。
▽申告特例申請書に記載した市区町村と寄付した年の翌
年の1月1日の住民登録の市区町村が異なる。
3住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長
　適用期限が、平成 31年 6月 30日までとなり、1年
6か月間延長されました。

居住の用に供した日

改正前 平成11年1月1日～平成18年12月31日または平成21年1月1日～平成29年12月31日

改正後 平成11年1月1日～平成18年12月31日または平成21年1月1日～平成31年6月30日
問市民税課☎（632）2233

雇
　
用

◎防衛大学校学生（一般・後期）を募集　▽試験期日　１次＝ 2月 20 日、２次＝ 3月 11 日▽応募資格
高卒（見込み含む）で、21歳未満の人▽受付期間　1月 20～ 29 日。問自衛隊栃木地方協力本部宇都

宮分室☎（638）1922、市民課☎（632）2263

▽改正前　一度生じた不均衡が
平準化しない

▽改正後　生じた不均衡が
徐々に平準化

個人住民税（市民税・県民税）の税制の一部が
平成 28年度から変わります
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子
ど
も
の
家
は
、
保
護
者
が
仕

事
な
ど
で
昼
間
家
庭
に
い
な
い

小
学
生
を
対
象
に
、
指
導
員
が

適
切
な
遊
び
や
指
導
を
行
い
、

放
課
後
児
童
の
健
全
育
成
を
図

る
も
の
で
す
。

▽
対
象　
保
育
士
や
教
諭
な
ど

の
資
格
を
有
す
る
、
ま
た
は
子

育
て
経
験
が
あ
る
人
な
ど
。

▽
申
込　
生
涯
学
習
課
（
市
役

所
13
階
）
に
置
い
て
あ
る
申
込

書
（
市
か
ら
も
取
り
出
し
可
）

に
必
要
書
類
を
添
え
て
、直
接
、

生
涯
学
習
課
へ
。

▽
そ
の
他　
登
録
後
、
登
録
者

の
希
望
や
資
格
な
ど
を
考
慮
し
、

各
子
ど
も
の
家
か
ら
連
絡
し
ま

す
。
な
お
、
採
用
時
期
・
勤
務

時
間
・
賃
金
な
ど
は
、
各
子
ど

も
の
家
で
異
な
り
ま
す
。ま
た
、

市
が
あ
っ
せ
ん
や
雇
用
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
生
涯
学
習
課
☎

（
632
）２
６
７
６
へ
。

従
業
員
の
健
康
を
経
営
の
力
に

健
康
経
営
セ
ミ
ナ
ー

▽
日
時　

２
月
10
日（
水
）午
後

１
時
30
分
～
４
時
。

▽
会
場　

東
（
中
今
泉
３
丁

目
）。

▽
内
容　
従
業
員
の
健
康
管
理

を
経
営
的
な
視
点
で
戦
略
的
に

実
践
す
る
「
健
康
経
営
」
に
関

す
る
講
演
、
企
業
の
健
康
度
を

見
え
る
化
し
た
「
健
康
格
付
型

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
」
の
紹
介
。

▽
対
象　
各
企
業
の
経
営
者
や

健
康
管
理
担
当
者
。

▽
申
込　
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
（
住
所
・
氏
名

・
電
話
番
号
・
年
齢
・
勤
務
先

を
明
記
）
で
、
健
康
増
進
課
☎

（
626
）１
１
２
６
、
（
627
）９
２

４
４
、

u19070500@
city.

utsunomiya.tochigi.jp

へ
。

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

補
助
申
請
は
１
月
29
日
ま
で

▽
対
象　
平
成
26
年
２
月
１
日

～
平
成
27
年
11
月
30
日
に
中
小

企
業
退
職
金
共
済
制
度
に
新
た

に
加
入
し
た
、
市
税
に
滞
納
が

な
い
市
内
中
小
企
業
主
。

▽
補
助
額　
掛
け
金
の
一
部
（
従

業
員
１
人
当
た
り
の
掛
け
金
額

１
万
円
を
限
度
と
し
て
そ
の
20

パ
ー
セ
ン
ト
、
１
事
業
者
当
た

り
上
限
12
万
円
）。

▽
申
込　

１
月
29
日
ま
で
に
、

直
接
、
商
工
振
興
課
（
市
役
所

７
階
）
☎（
632
）２
４
４
６
へ
。

対
象
と
な
る
事
業
主
に
は
、
１

月
上
旬
に
補
助
申
請
書
を
送
付

し
ま
す
。

産
業
廃
棄
物
の

適
正
処
理
に
関
す
る
講
習
会

▽
日
時　

１
月
27
日（
水
）午
後

２
時
～
４
時
15
分
。

▽
会
場　
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ

（
若
草
１
丁
目
）。

▽
内
容　
「
産
廃
処
理
の
基
本

と
例
外
」
と
題
し
た
講
義
、
電

子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
導
入
・
運

用
。

▽
対
象　
産
業
廃
棄
物
の
排
出

事
業
者
や
処
理
業
者
。

▽
申
込　
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
（
住
所
・
氏
名

・
電
話
番
号
を
明
記
）
で
、
県

環
境
保
全
公
社
☎（
622
）７
６
５

４
、
（
627
）３
２
８
７
、

tkh
k1@

hozenkousha.jp

へ
。

問
廃
棄
物
対
策
課
☎（
632
）２
９

２
８事

業
者
の
皆
さ
ん
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
と

償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

■
給
与
支
払
報
告
書　
給
与
か

ら
所
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義

務
が
あ
る
事
業
者
は
、
支
払
い

を
受
け
た
人
の
１
月
１
日
現

在
（
ま
た
は
退
職
時
）
の
住
所

が
あ
る
市
町
村
に
、
給
与
支
払

報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
給
与
支
払
報
告
書

は
、
市
民
税
・
県
民
税
を
課
税

す
る
際
の
重
要
な
課
税
資
料
の

一
つ
で
す
。提
出
す
る
と
き
は
、

正
確
な
課
税
計
算
が
で
き
る
よ

う
、
記
載
内
容
の
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

▽
提
出
方
法　

２
月
１
日
（
必

着
）
ま
で
に
、
給
与
支
払
報
告

書
（
総
括
表
お
よ
び
個
人
別
明

細
書
）
を
、直
接
ま
た
は
送
付・

電
子
申
告
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）

で
、
〒
320‐8540
市
役
所
市
民
税

課
（
市
役
所
２
階
）
☎（
632
）２

２
１
９
へ
。

▽
そ
の
他　
電
子
申
告
の
場
合
、

提
出
が
２
月
１
日
を
過
ぎ
る
と
、

電
子
で
は
税
額
決
定
通
知
を
市

か
ら
送
信
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

■
償
却
資
産　
１
月
１
日
現
在

で
、
市
内
に
事
業
用
の
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
個
人
ま
た

は
法
人
は
、
償
却
資
産
の
申
告

が
必
要
で
す
。
該
当
す
る
人
に

は
、
12
月
に
申
告
書
を
送
付
し

ま
し
た
の
で
、
２
月
１
日
ま
で

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
期
限

間
近
は
混
雑
し
ま
す
の
で
、
お

早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
事
業
用
の
資
産
を
持

っ
て
い
て
、
ま
だ
申
告
書
が
届

か
な
い
場
合
は
、
資
産
税
課
☎

（
632
）２
２
５
９
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他　
電
子
申
告
で
の
提

出
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

エ
ル
タ
ッ
ク
ス

http://ww
w.eltax.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

産
　
業

◎就職応援メンタルトレーニング　▽日時　1月 19日（火）午後 2時～ 3時 30分▽会場　県庁昭和館（塙
田１丁目）▽対象　３月に高等専門学校・専修学校・短期大学・大学などの卒業予定者▽定員　先着 20
人程度▽申込　電話で、とちぎジョブモール☎（623）3226 へ。

農業後継者のお見合い
ろまんちっくツアー

▽日時　２月 11 日（木・祝）午前
９時～午後 4時 30分。
▽会場　ＪＡうつのみや北部支所
（新里町）。
▽内容　イチゴ摘み、ピザ作りな
ど。
▽対象　市内で農業に携わりたい
独身の人。
▽定員　男女各先着 15人。
▽費用　2,000 円（昼食代など）。
▽申込　農業委員会事務局（市役
所７階）、各 ・ 、JA うつのみ
や各支所に置いてある参加申込書
に必要事項を書き、１月 29 日ま
でに、直接またはファクスで、農
業委員会事務局☎（632）2812、
（639）0618 へ。

税
・産
業・雇
用
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◎とちぎ就職支援合同面接会　▽日時　①２月２日（火）②２月３日（水）、午前 9時 30分～午後 4時▽会
場　県庁東館（塙田１丁目）▽参加企業　100 社予定▽対象　①３月に高等専門学校・専修学校・短期
大学・大学などの卒業予定者、または卒業後３年以内の未就職者②一般求職者。問県労働政策課☎（623）
3224

4月から平成29年3月まで勤務できる非常勤嘱託員などを募集します
区
分 職　　種 ①勤務時間（※１）

②勤務場所／③職務内容
④応募資格／⑤採用人数
⑥報酬・賃金／⑦試験など ⑧申込・問い合わせ先

学
　
　
　
　
　
校
　
　
　
　
　
関
　
　
　
　
　
係

小・中学校
の指導助手

①原則 1日 7時間、週 5日
②市立小・中学校
③通常または特別支援学級で
の学習指導や生活指導、学級
経営などの補助

④小学校または中学校教諭普
通免許状（※ 2）を有する人
⑤ 10人程度
⑥月額 17万 2,000 円
⑦面接（2月 6日）

学校教育課（市役所13階）に
置いてある申込書（※3）に必
要事項を書き、作文を添えて、
1月27日（必着）までに、直
接または送付で、〒320‐8540
市役所学校教育課☎（632）272
6へ

①原則 1日 7時間、週 5日
②市立中学校（一部小学校の
場合あり）
③中学校を中心とした数学・
英語などの学習指導や生活指
導、学級経営などの補助

④中学校教諭普通免許状（※
2）を有する人（教科不問）
⑤ 15 人程度（数・英、その
他教科の免許所有者各若干名）
⑥月額 17万 2,000 円
⑦面接（2月 6日）

小学校の学
校図書館司
書業務嘱託
員

①原則 1日 6時間、週 5日
②市立小学校
③学校図書館司書業務

④司書資格または司書教諭免
許状（※ 2）を有する人
⑤ 10人程度
⑥月額 17万 2,000 円
⑦面接（2月 6日）

学校教育課に置いてある申込
書（※3）に必要事項を書き、
1月27日（必着）までに、直
接または送付で、〒320‐8540
市役所学校教育課☎（632）273
3へ

中学校の地
域学校園司
書業務嘱託
員

①原則 1日 6時間、週 5日
②市立中学校
③地域学校園内の学校図書館
運営に関する調整業務、学校
図書館司書業務

④司書資格または司書教諭免
許状（※ 2）を有する、小学
校または中学校の学校図書館
で勤務経験がある人
⑤ 5人程度
⑥月額 17万 2,000 円
⑦面接（2月 6日）

外国語指導
助手（ＡＬ
Ｔ）

①原則 1日 7時間、週 5日
②市立小・中学校
③小学校の外国語活動、中学
校の英語の授業の補助

④英語を第一言語とする国の
出身で、４年生大学卒業以上
の学歴を有する人
⑤若干名
⑥月額 26万円
⑦筆記試験・面接（2月 6日）

学校教育課に置いてある申込
書（※3）に必要事項を書き、
1月29日（必着）までに、直
接または送付で、〒320‐8540
市役所学校教育課☎（632）272
8へ

小規模特認
校英語非常
勤嘱託員（Ａ
ＥＴ）

①原則 1日 7時間、週 5日
②城山西小
③「会話科」や放課後活動な
どにおける英会話の指導など

④生まれ育った国の言語が英
語で、４年生大学卒業以上の
学歴を有するとともに、小学
校での指導に理解と意欲を持
つ人
⑤１人
⑥月額 25万円
⑦筆記試験・面接（2月 6日）

小・中学校
の学校業務
嘱託員

①原則１日 4時間、週５日
②市立小・中学校
③清掃や除草、軽微な修繕な
ど学校施設の維持管理

④心身ともに健康で、軽作業
に従事できる人
⑤ 20人程度
⑥月額７万 9,000 円
⑦面接（２月1・２日）

１月15日（必着）までに、履
歴書を、直接または送付で、
〒320‐8540市役所学校管理
課（市役所13階）☎（632）27
09へ

32



◎とちぎジョブモール巡回相談会　■日時　1月 21 日（木）。1就職応援セミナー　▽時間　午前 10時
30 分～正午▽内容　就職活動の心構え・履歴書の書き方・面接の受け方など。2相談会　▽時間　午後
１時～４時▽内容　就職や生活に関する悩みなどへのアドバイス・適職診断・履歴書の書き方・面接の受
け方。■会場　県庁河内庁舎（竹林町）。■申込　1月20日午後５時までに、電話で、県労政事務所☎（626）
3053 へ。

4月から平成29年3月まで勤務できる非常勤嘱託員などを募集します
区
分 職　　種 ①勤務時間（※１）

②勤務場所／③職務内容
④応募資格／⑤採用人数
⑥報酬・賃金／⑦試験など ⑧申込・問い合わせ先

学
　
　
　
　
　
校
　
　
　
　
　
関
　
　
　
　
　
係

小・中学校
の学校生活
補助員

① 1日 6～ 7時間、週 5日
②市立小・中学校
③障がいのある児童・生徒の
学校生活支援など

④子どもとの活動経験のある
人
⑤若干名
⑥時給 790 円
⑦ 1次試験＝書類審査、2次
試験＝面接（2月15～19日）

1月31日（必着）までに、履
歴書を直接または送付で、〒
320‐0816天神1丁目1―24、
市教育センター☎（639）438
1へ小・中学校

の特別支援
教育支援員

①1日6時間、週5日
②市立小学校
③児童の痰の吸引、安全に学
校生活を送るための生活適応
支援など

④看護師免許のある人
⑤若干名
⑥時給1,250円
⑦1次試験＝書類審査、2次
試験＝面接（2月15～19日）

中学校のメ
ンタルサポ
ーター

①１日４時間、週３回
②市立中学校
③生徒との交流や相談活動な
ど

④教職や相談業務の経験、相
談関係の研修歴のある人
⑤若干名
⑥時給 1,000 円
⑦１次試験＝書類審査・事前
課題、2次試験＝面接（2月
8～ 12日）

市教育センターに置いてある
申込書（市教育センター ht
tp://www.ueis.ed.jp/ からも
取り出し可）に必要事項を書
き、課題を添えて、1月31日
（必着）までに、直接または送
付で、〒320‐0816天神1丁
目1－24、市教育センター☎
（639）4380へ

学校栄養士
業務嘱託員

①原則 1日 6時間、週 5日
②市立小・中学校
③食の指導・助言、学校給食
の衛生管理指導、事務など

④栄養士免許（※ 2）を有し、
原則、3月に行う研修・引き
継ぎに参加できる人
⑤５人程度
⑥月額 17万 2,000 円
⑦ 1次試験＝面接（申込時）、
2次試験＝面接（2月７日）

学校健康課（市役所13階）に
置いてある申込書（※3）に必
要事項を書き、1月22～28
日の午後1時15分～4時 30
分に、本人が直接、学校健康
課☎（632）2845へ

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

交通安全教
育指導員

①原則１日６時間、週５日
②生活安心課
③交通安全教育や交通安全に
関する広報啓発活動など。約
５時間の立ち仕事（寸劇・講
話など）あり

④交通安全教育の経験者か、
保育士資格または教員免許を
有し、普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）を有する、過去３
年間で、道路交通法の第 64・
65条に違反していない人
⑤若干名
⑥月額 18万 4,000 円
⑦面接

履歴書と作文「宇都宮市内の
交通環境と効果的な交通安全
教育について」（作文用紙400
字以内）を、2月8日（必着）
までに、直接または送付で、
〒320‐8540市役所生活安心
課☎（632）2264へ

宇都宮競輪
場臨時従事
員

①原則 1 日 6 時間、週 3 ～
7日（競輪の開催日数による）
②宇都宮競輪場
③車券発売業務、受付業務な
ど

④土・日曜日、祝休日（お盆、
年末年始含む）勤務可能な人
⑤ 10人程度
⑥日額 6,500 円
⑦書類選考・筆記試験・面接

2月1日（必着）までに、履歴
書を、直接または送付で、〒
320‐0054 東戸祭1丁目2－
7、公営事業所☎（625）0100へ

※１　勤務時間は、ローテーションがある職種などもあるため、詳しくは問い合わせ先に確認してください。
※２　資格は３月末までの取得見込みを含みます。
※３　申込書は、市 からも取り出し可。
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